
○能代市秋田アグリフロンティア育成研修費補助金交付要綱 

（平２２告示１３９・令６告示７８・題名改正） 

平成１８年３月２１日 

告示第８２号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、秋田県が定める秋田アグリフロンティア育成研修実施要領（以

下「県要領」という。）に基づき研修を受講する者に対し、補助金を交付することに

関し必要な事項を定めるものとする。 

（平２０告示６８・平２２告示１３９・令５告示７５・令６告示７８・一部改

正） 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。 

（１） 研修終了後の市内就農が確実と見込まれる者 

（２） 市長から秋田アグリフロンティア育成研修内定書（秋田県が定める秋田ア

グリフロンティア育成研修研修生募集要項様式８）の通知を受けた者 

（３） 新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３経営第３１

４２号農林水産事務次官依命通知）別記２第２の１に定める就農準備資金の

交付を受けていない者 

（平２０告示６８・平２２告示１３９・令５告示７５・令６告示７８・一部改

正） 

（補助金の額等） 

第３条 単年度につき新たに補助対象となる研修者の人員は、４人以内とし、補助金

の額は、１人月額１０万円とする。 

（平２４告示１１２・一部改正）  

（補助金の申請等） 

第４条 補助金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則（平

成１８年能代市規則第４５号。以下「規則」という。）に定めるところによる。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付の申請は、研修年数にかかわらず単年度ごとに行うものとし、

補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の研修開始日から２週間以内に補助

金等交付申請書を市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第６条 申請者は、毎年度終了後速やかに補助事業等実績報告書を市長に提出するも

のとし、研修終了年度には、秋田アグリフロンティア育成研修報告書（県要領様式

－２）を添付するものとする。 



（平２０告示６８・平２２告示１３９・令５告示７５・令６告示７８・一部改

正） 

（補助金の返還） 

第７条 補助金の交付を受けた者は、県要領第１０に掲げる事項に該当する場合は、

交付を受けた補助金の全部を返還しなければならない。ただし、病気、災害等のや

むを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。 

   （令７告示４４・追加） 

 （就農状況の報告） 

第８条 補助金の交付を受けた者は、県要領第１１の規定に基づき就農届、就農状況

報告、住所等変更届、就農遅延届、就農中断届、就農再開届、離農届及び返還免除

申請書を市長に提出しなければならない。 

   （令７告示４４・追加） 

（様式等） 

第９条 規則第４条第１号に規定する事業計画書及び規則第１２条第１号に規定する

事業実績書は、様式第１号によるものとする。 

２ 規則第７条に規定する補助金等交付決定通知書は、様式第２号によるものとする。 

   （令７告示４４・旧第７条繰下） 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   （令７告示４４・旧第８条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１８年３月２１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市フロンティア農業者研修費補

助金交付要綱（平成１４年能代市要綱第４号）の規定によりなされた手続その他の

行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２０年４月１日告示第６８号） 

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年１２月２１日告示第１３９号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、第１条、第２条第２号及

び第６条の改正規定は、平成２２年１２月２１日から施行する。 

附 則（平成２４年７月１３日告示第１１２号） 

この告示は、平成２４年７月１３日から施行する。 

   附 則（令和５年４月１日告示第７５号） 



 （施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置）  

２ この告示による改正後の能代市未来農業のフロンティア育成研修費補助金交付要

綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金を申請した者について適用し、同日

前に補助金を申請した者については、なお従前の例による。 

 附 則（令和６年４月１日告示第７８号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の能代市秋田アグリフロンティア育成研修費補助金交付要

綱（以下「新要綱」という。）の規定は、この告示の施行の日以後に秋田県が定める

秋田アグリフロンティア育成研修実施要領に基づく研修の受講を開始する者につい

て適用し、同日前に秋田県が定める未来農業のフロンティア育成研修実施要領に基

づく研修の受講を開始した者（以下「改正前研修受講者」という。）については、な

お従前の例による。ただし、改正前研修受講者が行う実績報告及び改正前研修受講

者が使用する様式については、新要綱の規定及び様式を適用する。 

附 則（令和７年４月１日告示第４４号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 


